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第 ４７ 号 

   熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

く個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう 

に制定することとする。 

  令和６年２月９日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

   熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例 

 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

く個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例（平成２７年熊本県条例第５７号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第２号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「法第１９条第８号に規

定する特定個人番号利用事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第４欄に掲げる特定 

個人情報」を「法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報」に、「当該特定個人情報」

を「当該利用特定個人情報」に改める。 

                 「災害救助法（昭和 

                  ２２年法律第１１ 

                  ８号）による救助 

            又は扶助金の支給 

に関する情報であ 

って規則で定める 

もの 

                  児童福祉法による 

小児慢性特定疾病 

医療費、療育の給 

付又は障害児入所 

給付費の支給に関 

する情報であって 

規則で定めるもの 

生活保護関係情報 

であって規則で定 
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めるもの 

児童扶養手当法に 

よる児童扶養手当 

の支給に関する情 

報であって規則で 

定めるもの 

母子及び父子並び 

に寡婦福祉法（昭 

和３９年法律第１ 

２９号）による資 

金の貸付け又は給 

付金の支給に関す 

る情報であって規 

則で定めるもの 

特別児童扶養手当 

等の支給に関する 

法律による特別児 

童扶養手当、障害 

児福祉手当又は特 

別障害者手当の支 

給に関する情報で 

あって規則で定め 

るもの 

労働施策の総合的 

な推進並びに労働 

者の雇用の安定及 

び職業生活の充実 

等に関する法律（ 

昭和４１年法律第 

１３２号）による 

職業転換給付金の 

「法別表第２の２６   支給に関する情報 

別表第２中 の項の第４欄に掲 を であって規則で定 に改める。 

げる特定個人情報」  めるもの 
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国民年金法等の一 

部を改正する法律 

（昭和６０年法律 

第３４号）附則第 

９７条第１項の福 

祉手当の支給に関 

する情報であって 

規則で定めるもの 

中国残留邦人等の 

円滑な帰国の促進 

並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等 

及び特定配偶者の 

自立の支援に関す 

る法律（平成６年 

法律第３０号）に 

よる永住帰国旅費 

、自立支度金、一 

時金、支援給付、 

配偶者支援金又は 

一時帰国旅費の支 

給に関する情報で 

あって規則で定め 

るもの 

原子爆弾被爆者に 

対する援護に関す 

る法律（平成６年 

法律第１１７号） 

による手当等の支 

給に関する情報で 

あって規則で定め 

るもの 

障害者の日常生活 

及び社会生活を総 



 

 

 

 15 

合的に支援するた 

めの法律（平成１ 

７年法律第１２３ 

号）による自立支 

援給付の支給に関 

する情報であって 

規則で定めるもの 

難病の患者に対す 

   る医療等に関する 

 法律（平成２６年 

  法律第５０号）に 

よる特定医療費の 

支給に関する情報 

であって規則で定 

めるもの    」 

                      「特別支援学校への就学奨励に 

                       関する法律による特別支援学 

                       校への就学のため必要な経費 

     の支弁に関する情報であって 

「法別表第２の２６の項の第４   規則で定めるもの 

欄に掲げる特定個人情報のう   学校保健安全法（昭和３３年 

ち教育委員会が保有するもの   法律第５６号）による医療に 

特別支援学校への就学奨励に   要する費用についての援助に 

別表第３中 関する法律の趣旨に基づく特 を 関する情報であって規則で定 に改め 

別支援学校への就学のため必   めるもの          

要な経費の支弁（同法による   特別支援学校への就学奨励に 

経費の支弁を除く。）に関す   関する法律の趣旨に基づく特 

る情報であって規則で定める   別支援学校への就学のため必 

もの           」  要な経費の支弁（同法による 

経費の支弁を除く。）に関す 

る情報であって規則で定める 

もの           」 

る。 

   附 則 
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この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 

（提案理由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）の一部改正に伴い、関係規定を整理する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 


